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二輪車リサイクルシステムのご案内 

～ごみとしてバイクを収集しない場合、住民へのご案内をお願いします。～ 
 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 
さて、二輪車製造会社及び輸入事業者16 社が、平成 16(2004)年 10 月 1 日より開始した「二輪

車リサイクルシステム」(概要は下記の通り。)は、循環型社会形成に向け、自社が販売した二輪車
が使用済みになった際、引取りから処理・再資源化まで適正に処理するシステムであり、経済産業
省、環境省のご指導を受け、世界に先駆けて実現することができました。 
 
 一般廃棄物であるバイク（原付バイク～大型二輪車）を収集しない自治体では、住民に対し、そ
の処分先として、当システムを「ごみガイドブック」「ホームページ」等に掲載いただいておりま
すが、さらに多くの自治体に住民へのご案内をいただくため、社団法人全国都市清掃会議（以下「全
都清」という。）の協力のもと、この度、「二輪車リサイクルシステム」のご案内をいたします。 
なお、全都清の会員の皆様には、本年度、各地区の協議会総会(4 月)、理事会・春季評議員会・

総会(5 月)、及び秋季評議員会(10 月)の場にて、ツール展示、資料配布を通しご説明をさせていた
だきました。 

 
つきましては、本システムへの住民の皆様のご理解・ご協力が得られますよう、貴自治体での一般

廃棄物の収集・処理・リサイクルの普及・広報用「ごみガイドブック」「ホームページ」等において本シス
テムを掲載していただけますようお願いいたします。 
なお、ごみガイドブック等の作成にあたり、参考としていただけますよう、掲載内容の具体例を

別紙の通り同封します。 
敬具 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二輪車リサイクルシステム（概要） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 本システムは、乗らなくなったバイクを、廃棄二輪車取扱店(全国約 15,000 店)／指定引取

窓口(全国190箇所)へ引渡すことにより、適正処理、再資源化されるシステムです。 
○ リサイクル料金の払込みが必要となりますが、リサイクルマークの付いたバイク(平成16年

10 月 1 日以降、順次貼付)は、リサイクル料金の払込みは必要ありません。（廃棄二輪車取
扱店に依頼する場合には、収集・運搬料金が別途必要。） 

○ 平成23年10月から、リサイクルマークが付いていないバイク(平成16年9月30日以前の
製品)も、リサイクル料金の負担はなくなります。（一部輸入事業者を除く。）（廃棄二輪車取
扱店に持込む場合には、収集・運搬料金が別途必要。） 

○ 一部輸入事業者において、平成22年度以降、リサイクル料金が変更される場合があります。
変更にあたっては、決定次第、パンフレット等でお知らせする予定です。 

○ 問合せ先 
  二輪車リサイクルコールセンター 
       電話０３－３５９８－８０７５  http://www.jarc.or.jp/motorcycle/ 
※ 詳細は別添パンフレット「二輪車リサイクルシステム」を参照下さい。 

広域認定制度（環境省） 

 

指定引取窓口 

全国190 箇所 

 

 

処理・リサイクル施設 

全国14 箇所 

 
 

①自分が運搬 

①自分が運搬 

③店が運搬 

②③は、収集・運搬料金が別途必要。 

②店が収集 
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廃棄二輪車取扱店 

二輪車販売店 

全国約15,000 店 

本件に関するお問合せ先  
○二輪車リサイクルコールセンター Tel：03-3598-8075 
○㈶自動車リサイクル促進センター二輪車事業部 Tel：03-5733-8305 担当：小澤、前田 

 

http://www.jarc.or.jp/motorcycle/

